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　皆さんは「ヤミ金」といわれる高利で金銭の貸し付けを行う業者がいることをご存知でしょうか。

いわゆる「トイチ」とか「トゴ」という言葉を皆さんも耳にしたことがあるのではないでしょうか。たまたま持ち合わ

せがない友人にお金を貸すときに，「トイチでいいからね。」と冗談を言ったことがある方もいらっしゃるかもしれません。

実は，お金の貸し借りにも法律があり，利息制限法では，貸し付けた金額にもよりますが，利息は年利１５～２０％ま

でと定めています。しかし，いわゆる消費者金融は，年利２９．２％近くの高利を取っています。実は別に出資法とい

う法律があり年利２９．２％以上の利息をとってしまうと罰せられるため，罰せられることのないギリギリの年利２９．

２％近い利息をとっているわけです。（出資法に違反しない限り，利息制限法に違反しても罰則がない。）消費者金融は

この意味では法律を遵守していますが，ヤミ金のほとんどがこの出資法の年利２９．２％越える貸付を行っています。

　さきほど「トイチ」とか「トゴ」のお話をしましたが，皆さんは「トイチ」が年利何パーセントかご存知でしょうか。

年利に換算すると約３６５％になります。

　では，ヤミ金の被害を受けないためには，ヤミ金から借りないことが当然ですが，ヤミ金から借りてしまった場合，
以下のような対応方法もあります。

★ヤミ金に対して返済する意思がないことを明確に伝える。
　→ヤミ金は前述しましたとおり，刑罰が科せられるほどの高利を取っている犯罪者集団であり，ヤミ金とのお金　の

貸し借りは無効です。そのためヤミ金に対してお金を支払う義務はありません。また刑罰が科せられるほどの高利であ

れば，返し終わることは非常に困難です。お金を払って解決しようと思ってしまうと，ヤミ金にとっては絶好の「カモ」

になってしまうでしょう。

★ヤミ金と戦う姿勢を持つ。
　→ヤミ金は借りた本人ばかりでなく，職場の人々や，家族にも電話し，場合によっては暴力的な発言を行います。　ヤ

ミ金に借入れをしたことで，周囲に迷惑をかけてしまっている場合も自らがヤミ金と戦う姿勢を持たず，逃げ回ってい

ては，周囲の方に理解や協力は得られません。

★警察に相談する。
　→ヤミ金は刑罰が科される犯罪行為を行っています。また支払う義務もないため，脅迫罪に該当します。

今回はヤミ金について少しお話をさせていただきましたが，勿論一人で解決することが難しいこともあると思

います。当事務所ではヤミ金問題についてもご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

私たちは｢野宿生活者を支えあう会｣の事務局も運営しております。

さまざまな理由で野宿生活を余儀なくされた方が，一人でも多く畳

に上がって普通の生活が出来ることを願い活動しております。その

活動の一環として野宿生活者の方におにぎり・味噌汁配り，月に一

回自炊練習と炊き出しを行い，法律相談等も行っております。この

活動において，週に７㎏，月に約３０㎏のお米

が必要であり，お米のカンパを募集しております。

朝
見
る
山
の
景
色
や
鳥
の
さ
え
ず
り
、

夜
に
は
空
い
っ
ぱ
い
の
星
と
、
都
会
で

は
味
わ
え
な
い
四
季
折
々
を
肌
で
感
じ

な
が
ら
、
鹿
児
島
で
お
仕
事
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
四
年
目
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
今
年
も
や
っ
て
き
た｢

校
区
運

動
会｣

。
ま
た
今
年
も
断
り
き
れ
ず
に

走
っ
た
百
メ
ー
ト
ル
走
、
地
区
対
抗
リ

レ
ー
。
結
果
は
ど
う
で
あ
れ
昨
年
同
様

怪
我
な
く
走
り
切
っ
た
。｢

来
年
は
走
ら

な
く
て
済
み
ま
す
よ
う
に
。｣

と
帰
り
道

思
い
、
空
を
見
上
げ
る
と
今
年
も
私
は

全
身
で
秋
を
感
じ
て
い
た
。

な
の
は
な
法
務
事
務
所

と
福
祉
活
動

  　

な
の
は
な
法
務
事
務
所
で
社
会

福
祉
の
専
門
職
と
し
て
仕
事
を
始

め
て
一
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

　

社
会
福
祉
と
聞
け
ば
、
介
護
の

必
要
な
高
齢
者
や
、
何
ら
か
の
障

害
を
持
っ
た
方
々
に
対
し
て
の
事

と
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
乗

り
越
え
る
の
に
誰
か
の
支
援
が
必

要
と
な
る
困
難
な
出
来
事
は
誰
に

で
も
起
こ
り
得
る
こ
と
で
す
。
福

祉
は
そ
ん
な
生
活
上
の
困
難
を
人

や
制
度
で
支
え
て
い
く
事
で
あ

り
、「
特
別
な
誰
か
」
だ
け
が
恩

恵
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

来
所
い
た
だ
く
方
々
の
相
談
内

容
は
、
病
気
、
心
理
的
不
安
、
家

庭
問
題
に
は
じ
ま
り
、
嗜
癖
（
ア

ル
コ
ー
ル
や
ギ
ャ
ン
ブ
ル
）、D

V

に
い
た
る
ま
で
、
表
面
的
に
は
見

え
づ
ら
い
問
題
が
実
は
た
く
さ
ん

隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま

す
。

　

こ
れ
ま
で
必
要
な
と
き
だ
け
断

片
的
に
し
か
関
わ
り
の
な
か
っ
た

法
律
分
野
と
医
療
、
福
祉
分
野
も
、

ご
あ
い
さ
つ

　

ま
だ
ま
だ
残
暑
厳
し
い
今
日
こ

の
頃
で
す
が
、
皆
様
い
か
が
お
過

ご
し
で
し
ょ
う
か
。
さ
て
、
お
か

げ
さ
ま
を
も
ち
ま
し
て
指
宿
事
務

所
を
開
設
し
て
か
ら
四
年
、
鹿
児

島
事
務
所
を
開
設
し
て
か
ら
二
年

が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

間
に
お
客
様
か
ら
多
種
多
様
な
相

談
を
頂
戴
し
、
い
ろ
い
ろ
な
経
験

を
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
間
、
よ
り
丁
寧
に
、
よ
り

迅
速
に
お
客
様
の
ご
相
談
に
対
応

で
き
る
よ
う
に
と
、
現
在
で
は
鹿

児
島
事
務
所
に
司
法
書
士
３
名
、

指
宿
事
務
所
に
司
法
書
士
３
名
の

体
制
で
業
務
を
さ
せ
て
頂
い
て
お

り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
質
の
高
い
サ
ー
ビ

ス
を
、
可
能
な
限
り
迅
速
に
必
要

と
さ
れ
る
方
に
提
供
す
る
と
と
も

に
、
消
費
者
講
座
・
相
談
会
等
も

通
じ
て
、
広
く
皆
様
と
触
れ
合
う

機
会
を
持
っ
て
行
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
の

暖
か
い
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

ま
す
。
ホ
ー
ム
レ
ス
支
援
の
趣
旨

に
ご
賛
同
い
た
だ
い
た
方
々
か
ら

提
供
さ
れ
る
物
資
が
山
積
み
に
な

り
、
事
務
所
と
い
う
よ
り
倉
庫
の

よ
う
で
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

方
々
と
一
緒
に
毎
日
楽
し
く
活
動

し
て
お
り
ま
す
。

　

生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
て
お
ら
れ

る
方
々
に
対
し
、
希
望
あ
る
よ
り

よ
い
生
き
方
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る

よ
う
今
後
も
活
動
を
続
け
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

社
会
福
祉
士
・
精
神
保
健
福
祉
士

　

                          

鶴
田  

啓
洋

時
代
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
か
の

よ
う
に
、
少
し
ず
つ
繋
が
り
の

輪
が
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。　

　

制
度
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し

ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
方
が
た
く

さ
ん
存
在
す
る
こ
と
事
態
、
大

問
題
で
す
が
、
そ
の
狭
間
を
少

し
で
も
埋
め
る
よ
う
な
取
り
組

み
を
地
道
に
行
っ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

私
は
現
在
、
な
の
は
な
法
務

事
務
所
の
す
ぐ
側
に
あ
る
ビ
ル

に
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
ペ
ー
ス

結
い
」
と
い
う
事
務
所
を
置
き

業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
ペ

ー
ス
「
結
い
」
は
、

ホ
ー
ム
レ
ス
生
活
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

方
々
へ
の
支
援
を

行
う
「
ホ
ー
ム
レ
ス

生
活
者
支
え
あ
う
会
」

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由

で
ア
パ
ー
ト
入
居

の
際
の
連
帯
保
証
人

を
確
保
で
き
な
い
方
々
へ
の

支
援
を
行
う
「
や
ど
か
り
サ
ポ
ー

ト
鹿
児
島
」
と
い
う
二
つ
の

N
PO

が
共
同
し
て
運
営
し
て
い



●改正のポイント１

騙されて支払った代金を取り戻せます。
　不当な勧誘行為などで販売契約が取消できるときは，クレジット契約も取消ができ，支払ったお金が取り戻せ

ます。これまでは販売契約を解除してもそれまでにクレジット会社から差し引かれた分（既払い金）は戻らない

仕組みでしたが，今回の改正でクレジット会社から既払い金を取り戻せることになりました。

●改正のポイント２

次々販売の被害を救済する制度ができました。
　通常必要とする分量を著しく超える過量販売は，それだけで解約できるルールを設けました。つまり違法まが

いの勧誘された方法等を詳しく説明できなくても，買わされた｢数｣だけを理由に解約が出来るようになりました。

この場合，クレジット契約も連動して解除でき，支払った代金を取り戻せるようになりました。高齢者に被害の

多い｢次々販売｣を防げるようにし，｢契約したくない｣と意思を表示した消費者に対しては再勧誘も禁止されます。

●改正のポイント３

｢クーリングオフ｣の適用範囲が拡大
クーリングオフとは，訪問販売等において契約書を消費者が受け取った日から８日間は無条件にできる制度です。

ただこれまでその適用範囲は販売契約を解除しても，それまでにクレジット会社から差し引かれた分（既払い金）

は戻りませんでした。しかし今回の改正ではクレジット契約にも適用することになり既払い金の返還責任をクレ

ジット会社にも負わせ，取り戻せることになりました。

現在，私が所有し私が税金を払っている土地が

あります。しかし，名義は曾爺さんの名義のま

まです。このような場合、名義を私に変更する

ことが出来るのでしょうか？

この場合の手続きとしては，曾爺さんの法定相

続人を全員調べ，その相続人全員からの名義変

更に必要な書類への押印等が必要になってきま

す。そのうち一人でも，印鑑等をもらえない人

が出てくると、いわゆる任意での名義変更は不

可能であり，その場合訴訟手続きを利用して名

義変更することが考えられます。

　

悪
質
な
訪
問
・
通
信
販
売
な
ど

を
取
り
締
ま
る｢

特
定
商
取
引
法｣

と
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
ル
ー
ル

を
定
め
た｢

割
賦
販
売
法｣

の
改
正

が
今
年
の
六
月
十
一
日
に
国
会
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。（※

１
）

　

訪
問
販
売
で
消
費
者
が
結
ぶ
契

約
に
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。
左
の

図
の
よ
う
に
、
ま
ず
販
売
業
者
と

の
間
の｢

販
売
契
約｣

、
も
う
一
つ

は
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
と
の
間
の｢

立
替
え
払
い
契
約｣

で
す
。
商
品

の
代
金
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が
全

額
を
販
売
業
者
に
立
替
払
い
を

し
、
消
費
者
は
そ
の
後
ク
レ
ジ
ッ

ト
会
社
に
対
し
て
分
割
又
は
一
括

で
払
っ
て
い
き
ま
す
。

　

今
回
の
法
律
改
正
は
こ
の
よ
う

な
訪
問
販
売
形
態
に
関
す
る
も
の

で
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
高
齢
者
な
ど

弱
い
立
場
に
あ
る
人
々
を
食

い
物
に
す
る
た
め
、
訪
問
販

売
な
ど
で
契
約
書
型
ク
レ

ジ
ッ
ト
（※

２
）
を
使
っ
た

悪
質
商
法
が
大
き
な
社
会
問

題
と
な
っ
て
い
た
背
景
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
を
防
ぐ
た
め
今
回
の
法
律

改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
で

は
こ
れ
ま
で
の
契
約
書
型
ク

レ
ジ
ッ
ト
の
訪
問
販
売
と
変

わ
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
き
ま

し
ょ
う
。（
下
図
）

　　

ま
た
こ
の
法
律
改
正
に
よ
っ
て

消
費
者
保
護
の
た
め
ク
レ
ジ
ッ
ト

会
社
自
身
に
は
次
の
よ
う
な
義
務

が
あ
ら
た
に
課
せ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
一

支
払
い
能
力
を
超
え
た
ク

レ
ジ
ッ
ト
契
約
は
禁
止
！

（
過
剰
与
信
調
査
義
務
、
過
剰
与

信
禁
止
の
法
定
）

そ
の
二

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が
悪
質

販
売
業
者
を
チ
ェ
ッ
ク
！

（
販
売
契
約
の
個
別
調
査
義
務
と

不
適
正
与
信
の
禁
止
）

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
業
者
に
、
加
盟
店

で
あ
る
販
売
業
者
が
不
当
な
勧
誘

行
為
を
行
っ
て
い
な
い
か
調
査
を

義
務
づ
け
、
不
当
行
為
が
あ
っ
た

場
合
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
を
禁
止

し
ま
し
た
。

　　

悪
徳
商
法
の
規
制
を
厳
し
く
す

る
た
め
、
今
回
こ
の
よ
う
な
法
律

改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

※

１　

こ
の
改
正
法
律
は
、
平
成

二
十
年
六
月
十
八
日
の 

官
報
（
号

外
第
１
２
９
号
）
に
公
布
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
こ
の
日
よ
り
一
年
六

カ
月
以
内
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

※

２　

ク
レ
ジ
ッ
ト
に
は
二
つ
の

タ
イ
プ
が
あ
り
、
一
つ
は
カ
ー
ド

を
使
う
「
カ
ー
ド
型
ク
レ
ジ
ッ

ト
」、
も
う
一
つ
は
カ
ー
ド
を
使

わ
な
い
「
契
約
書
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
」

（
個
品
方
式
）
が
あ
り
ま
す
。

払ってしまった
お金が戻ります
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